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宮崎県告示第 298号

保安林の指定施業要件を変更する件（平成25年農林水産省告示第

2823号）に係る保安林の所有者のうち、次の者については、所在が

不分明なため、森林法（昭和26年法律第 249号）第 189条の規定に

より、保安林の指定施業要件の変更の通知の内容を、当該保安林の

属する都城市役所に掲示するとともに、その要旨を告示する。

平成26年４月28日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 掲示場所及び所在が不分明な者の氏名

都城市役所

有田久夫

２ 通知の要旨

茨 農林水産大臣から保安林の指定施業要件を変更する旨の通知

があったこと。

芋 変更に係る保安林の所在場所及び変更後の指定施業要件につ

いては平成25年農林水産省告示第2823号によること。

宮崎県告示第 299号

宮崎県収入証紙条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第11号）第11

条第５項の規定により、収入証紙売りさばき人から次のとおり変更

の届出があった。

平成26年４月28日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

より、石原地区県営土地改良事業（高千穂町、農村災害対策整備事

業）に係る土地改良事業計画を変更する。

なお、関係書類を次のとおり縦覧する。

平成26年４月28日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 縦覧に供する書類

変更に係る土地改良事業計画書写し

２ 縦覧期間

平成26年４月28日から平成26年５月29日まで

３ 縦覧場所

高千穂町役場農地整備課内

４ その他

この公告に係る土地改良事業計画の変更（以下「この計画の変

更」という。）に対して不服があるときは、縦覧期間満了の日の

翌日から起算して15日以内に、宮崎県知事に対して異議申立てを

することができる。

また、異議申立ての決定に対して不服があるときは、当該決定

があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、宮崎

県を被告として（宮崎県知事が被告の代表者となる。）、当該決

定に対する取消しの訴えを提起することができる。

なお、土地改良法第87条の３第６項において準用する同法第87

条第10項の規定により、この計画の変更についての異議申立てに

係る決定に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。

測量法（昭和24年法律第 188号）第14条第２項の規定により、宮

崎県公報第2476号により公告した基本測量（機動観測）が平成26年

３月31日終了した旨、国土交通省国土地理院長から通知があった。

平成26年４月28日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

変 更

年 月 日

変 更 後変 更 前

売りさばき

人の名称

売りさばき

をする場所

売りさばき

人の名称

売りさばき

をする場所

平成26年

４月１日

一般社団法

人宮崎県自

家用自動車

協会

宮崎市大字

本郷北方鵜

戸尾2735番

地26

社団法人宮

崎県自家用

自動車協会

宮崎市大字

本郷北方鵜

戸尾2735番

地26

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第87条の３第１項の規定に

公公 告告
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